














一 般 質 問町政ここが聞きたい委員会のうごき委員会のうごき

▶
斑
鳩
の
里
観
光
案
内
所

（
法
隆
寺
i
セ
ン
タ
ー
）

◎
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）に

つ
い
て

　

人
件
費
お
よ
び
水
道
事
業
一

体
化
に
伴
う
資
産
整
理
に
よ
る

除
却
費
の
補
正
を
行
う
も
の
で
、

水
道
事
業
費
用
で
、
98
万
９
千

円
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

◎
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
下
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

に
つ
い
て

　

人
件
費
お
よ
び
企
業
債
償
還

金
利
息
の
補
正
を
行
う
も
の
で
、

下
水
道
事
業
収
益
及
び
下
水
道

事
業
費
用
で
、
そ
れ
ぞ
れ
35
万

１
千
円
を
増
額
し
、
資
本
的
収

入
及
び
支
出
で
、
そ
れ
ぞ
れ
14

万
２
千
円
を
増
額
す
る
も
の
で

す
。

◎
斑
鳩
の
里
観
光
案
内
所
・
斑

鳩
町
観
光
自
動
車
駐
車
場
の
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式

に
よ
り
選
定
さ
れ
た
事
業
者
を

指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
も
の

で
す
。

　

審
査
で
は
、
公
募
や
候
補
者

選
定
の
理
由
等
に
つ
い
て
質
疑

が
あ
り
ま
し
た
。

　

賛
否
の
討
論
の
後
、
当
委
員

会
と
し
て
賛
成
多
数
で
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

（
Ｐ
12
に
本
会
議
で
の
討
論
）

〇
都
市
基
盤
整
備
事
業
に
関
す

る
こ
と
に
つ
い
て

本
件
で
は
、
い
か
る
が
パ
ー

ク
ウ
ェ
イ
の
興
留
地
区
他
改
良

工
事
や
、
イ
ツ
ボ
川
函
渠
他
整

備
工
事
の
工
期
お
よ
び
契
約
状

況
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。　

　

ま
た
、
電
線
共
同
溝
設
置
工

事
の
発
注
予
定
や
、
予
算
確
保

に
向
け
た
要
望
活
動
の
状
況
に

つ
い
て
も
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

12
月
9
日
に
、
全
委
員
出
席
の
も
と
委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
の
で
、

概
要
を
報
告
し
ま
す
。
本
会
議
か
ら
付
託
を
受
け
ま
し
た
３
議
案
の
う

ち
、
２
議
案
は
満
場
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
、
１
議
案
は
賛
成
多
数

で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

建
設
水
道
常
任
委
員
会

〇
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
７
号
）に
つ
い
て

当
委
員
会
の
所
管
事
項
に
つ

い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

〇
三
代
川
河
川
改
修
工
事
に
つ

い
て

　

三
代
川
河
川
改
修
工
事
に
お

い
て
、
工
事
期
間
中
の
迂
回
路

の
変
更
に
関
す
る
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。

　

当
初
予
定
し
て
い
た
左
岸
道

路
の
使
用
が
、
安
全
上
の
理
由

か
ら
広
域
迂
回
へ
変
更
と
な
っ

た
も
の
で
す
。

　

広
域
迂
回
期
間
は
、
令
和
７

年
１
月
中
旬
か
ら
６
月
中
旬
の

予
定
と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

〇
三
室
井
堰
改
修
に
伴
う
地
元

負
担
に
つ
い
て

　

三
室
井
堰
改
修
工
事
に
お
け

る
費
用
負
担
割
合
の
変
更
に
つ

い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

従
来
の
負
担
割
合
を
見
直
し
、

土
地
改
良
事
業
の
改
修
を
促
進

す
る
た
め
、
町
の
負
担
を
５
％

増
額
し
、
国
50
％
、
県
５
％
、

町
27
・
５
％
、
地
元
17
・
５
％

と
す
る
内
規
改
正
を
行
う
と
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。

〇
水
道
事
業
の
県
域
一
体
化
に

つ
い
て

　

第
６
回
奈
良
県
広
域
水
道
企

業
団
設
立
準
備
協
議
会
に
つ
い

て
、
設
立
後
の
副
企
業
長
の
人

選
、
給
与
案
、
例
規
案
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。

　

事
業
統
合
は
、
令
和
７
年
４

月
１
日
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

〇
斑
鳩
町
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

斑
鳩
町
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー

（
い
か
る
が
ホ
ー
ル
）
の
指
定

管
理
者
に
つ
い
て
、
公
益
財
団

法
人
斑
鳩
町
文
化
振
興
財
団
を

引
き
続
き
選
定
す
る
方
針
で
あ

る
と
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

指
定
期
間
は
３
年
間
と
し
、

令
和
７
年
３
月
議
会
で
議
案
が

上
程
さ
れ
る
予
定
で
す
。

（
小
城
委
員
長
記
）

　

委
員
会
付
託
議
案

　

継
続
審
査
案
件

学校等における園児
　　　　児童・生徒の安全について

議
員　

学
校
等
に
お
け
る
不
審

者
へ
の
対
応
は
、
い
か
が
か
。

教
育
次
長　

町
立
幼
稚
園
、
小

中
学
校
で
は
、
登
園
・
登
校
後

は
常
時
、
門
を
閉
め
て
お
り
、

確
認
及
び
そ
の
記
録
を
目
的
と

し
て
監
視
カ
メ
ラ
や
防
犯
カ
メ

ラ
を
設
置
し
て
い
る
。
ま
た
、

感
知
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
特
定
の

カ
メ
ラ
映
像
が
拡
大
さ
れ
音
で

知
ら
せ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。

　

さ
ら
に
、
町
立
幼
稚
園
と
小

学
校
の
各
教
室
に
は
赤
色
灯
と

連
動
し
た
警
報
ベ
ル
を
設
置
し

て
い
る
。

住
民
生
活
部
次
長　

町
立
保
育

所
で
は
登
園
後
は
常
時
、
出
入

口
を
施
錠
し
、
出
入
口
に
は
防

犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る
。

各
保
育
室
に
見
守
り
カ
メ
ラ
も

設
置
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
警

察
直
通
の
非
常
通
報
装
置
を
設

置
し
緊
急
時
に
備
え
て
い
る
。

議
員　

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
や

日
頃
か
ら
定
期
的
な
避
難
訓
練

の
実
施
な
ど
は
、
い
か
が
か
。

教
育
次
長　

町
立
幼
稚
園
、
小

中
学
校
で
は
、
不
審
者
侵
入
時

の
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作

成
し
、
不
審
者
が
園
内
ま
た
校

内
に
侵
入
し
た
こ
と
を
想
定
し

た
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
し

て
い
る
。

住
民
生
活
部
次
長　

保
育
所
で

は
、
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

作
成
し
、
園
児
を
対
象
に
不
審

者
が
侵
入
し
た
こ
と
を
想
定
し

た
訓
練
を
年
３
回
実
施
し
て
い

る
。

議
員　

不
審
者
事
案
が
発
生
し

た
場
合
、
学
校
か
ら
保
護
者
へ

の
情
報
や
対
応
の
連
絡
は
、
い

か
が
か
。

教
育
次
長　

町
立
幼
稚
園
、
小

中
学
校
で
は
、
メ
ー
ル
配
信
シ

ス
テ
ム
や
電
話
等
に
よ
り
連
絡

を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
斑

鳩
町
防
災
情
報
メ
ー
ル
シ
ス
テ

ム
で
、
学
校
等
か
ら
共
有
さ
れ

た
情
報
や
町
に
寄
せ
ら
れ
た
情

報
を
教
育
委
員
会
か
ら
も
配
信

し
て
い
る
。
令
和
７
年
度
か
ら

は
町
立
幼
稚
園
、
小
中
学
校
ま

た
教
育
委
員
会
で
共
通
し
て
使

用
で
き
る
ア
プ
リ
を
活
用
し
た

保
護
者
連
絡
シ
ス
テ
ム
「
す

ぐ
ー
る
」
の
導
入
を
予
定
し
て

い
る
。

住
民
生
活
部
次
長　

保
育
所
で

は
、
保
育
支
援
ア
プ
リ
「
コ
ド

モ
ン
」
を
通
し
て
保
護
者
に
連

絡
し
て
い
る
。

齋藤　文夫

議
会
の
日
程

議
会
の
日
程

　

開
会
時
間
は
、３
月
14
日（
金
）は
午
後
１
時
30
分
、そ
の
他
の
日
程

は
午
前
９
時
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
（
広
報
発
行
常
任
委
員
会
は
本
会
議
終
了
後
）

日
程
・
時
間
は
、一
部
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は

　
　
　
　
　
　
　

議
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

議
場
は
、役
場
３
階
で
す
。

す
べ
て
傍
聴
で
き
ま
す
。

本
会
議
初
日

（
委
員
長
報
告
、提
案
説
明
、議
案
上
程
）

広
報
発
行
常
任
委
員
会

一
般
質
問

一
般
質
問

予
算
審
査
特
別
委
員
会

予
算
審
査
特
別
委
員
会

予
算
審
査
特
別
委
員
会

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
最
終
日（
委
員
長
報
告
、討
論
、表
決
）

令
和
7
年
3
月
議
会

2
月
13
日（
木
）

14
日（
金
）

17
日（
月
）

19
日（
水
）

2
月
28
日（
金
）

　
　3

月
5
日（
水
）

6
日（
木
）

7
日（
金
）

10
日（
月
）

11
日（
火
）

13
日（
木
）

14
日（
金
）

17
日（
月
）

19
日（
水
）

25
日（
火
）

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会　

閉
会
中
の
委
員
会

【
本
会
議
初
日
に
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

　
　

一
般
質
問
の
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。】

事
情
に
よ
り
開
催
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

議
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

各
課
報
告
事
項

❽❾
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ン
タ
ー

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

斑
鳩
町
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー

（
い
か
る
が
ホ
ー
ル
）
の
指
定

管
理
者
に
つ
い
て
、
公
益
財
団

法
人
斑
鳩
町
文
化
振
興
財
団
を

引
き
続
き
選
定
す
る
方
針
で
あ

る
と
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

指
定
期
間
は
３
年
間
と
し
、

令
和
７
年
３
月
議
会
で
議
案
が

上
程
さ
れ
る
予
定
で
す
。

（
小
城
委
員
長
記
）

　

委
員
会
付
託
議
案

　

継
続
審
査
案
件

学校等における園児
　　　　児童・生徒の安全について

議
員　

学
校
等
に
お
け
る
不
審

者
へ
の
対
応
は
、
い
か
が
か
。

教
育
次
長　

町
立
幼
稚
園
、
小

中
学
校
で
は
、
登
園
・
登
校
後

は
常
時
、
門
を
閉
め
て
お
り
、

確
認
及
び
そ
の
記
録
を
目
的
と

し
て
監
視
カ
メ
ラ
や
防
犯
カ
メ

ラ
を
設
置
し
て
い
る
。
ま
た
、

感
知
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
特
定
の

カ
メ
ラ
映
像
が
拡
大
さ
れ
音
で

知
ら
せ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。

　

さ
ら
に
、
町
立
幼
稚
園
と
小

学
校
の
各
教
室
に
は
赤
色
灯
と

連
動
し
た
警
報
ベ
ル
を
設
置
し

て
い
る
。

住
民
生
活
部
次
長　

町
立
保
育

所
で
は
登
園
後
は
常
時
、
出
入

口
を
施
錠
し
、
出
入
口
に
は
防

犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る
。

各
保
育
室
に
見
守
り
カ
メ
ラ
も

設
置
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
警

察
直
通
の
非
常
通
報
装
置
を
設

置
し
緊
急
時
に
備
え
て
い
る
。

議
員　

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
や

日
頃
か
ら
定
期
的
な
避
難
訓
練

の
実
施
な
ど
は
、
い
か
が
か
。

教
育
次
長　

町
立
幼
稚
園
、
小

中
学
校
で
は
、
不
審
者
侵
入
時

の
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作

成
し
、
不
審
者
が
園
内
ま
た
校

内
に
侵
入
し
た
こ
と
を
想
定
し

た
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
し

て
い
る
。

住
民
生
活
部
次
長　

保
育
所
で

は
、
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

作
成
し
、
園
児
を
対
象
に
不
審

者
が
侵
入
し
た
こ
と
を
想
定
し

た
訓
練
を
年
３
回
実
施
し
て
い

る
。

議
員　

不
審
者
事
案
が
発
生
し

た
場
合
、
学
校
か
ら
保
護
者
へ

の
情
報
や
対
応
の
連
絡
は
、
い

か
が
か
。

教
育
次
長　

町
立
幼
稚
園
、
小

中
学
校
で
は
、
メ
ー
ル
配
信
シ

ス
テ
ム
や
電
話
等
に
よ
り
連
絡

を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
斑

鳩
町
防
災
情
報
メ
ー
ル
シ
ス
テ

ム
で
、
学
校
等
か
ら
共
有
さ
れ

た
情
報
や
町
に
寄
せ
ら
れ
た
情

報
を
教
育
委
員
会
か
ら
も
配
信

し
て
い
る
。
令
和
７
年
度
か
ら

は
町
立
幼
稚
園
、
小
中
学
校
ま

た
教
育
委
員
会
で
共
通
し
て
使

用
で
き
る
ア
プ
リ
を
活
用
し
た

保
護
者
連
絡
シ
ス
テ
ム
「
す

ぐ
ー
る
」
の
導
入
を
予
定
し
て

い
る
。

住
民
生
活
部
次
長　

保
育
所
で

は
、
保
育
支
援
ア
プ
リ
「
コ
ド

モ
ン
」
を
通
し
て
保
護
者
に
連

絡
し
て
い
る
。

齋藤　文夫

議
会
の
日
程

議
会
の
日
程

　

開
会
時
間
は
、３
月
14
日（
金
）は
午
後
１
時
30
分
、そ
の
他
の
日
程

は
午
前
９
時
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
（
広
報
発
行
常
任
委
員
会
は
本
会
議
終
了
後
）

日
程
・
時
間
は
、一
部
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は

　
　
　
　
　
　
　

議
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

議
場
は
、役
場
３
階
で
す
。

す
べ
て
傍
聴
で
き
ま
す
。

本
会
議
初
日

（
委
員
長
報
告
、提
案
説
明
、議
案
上
程
）

広
報
発
行
常
任
委
員
会

一
般
質
問

一
般
質
問

予
算
審
査
特
別
委
員
会

予
算
審
査
特
別
委
員
会

予
算
審
査
特
別
委
員
会

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
最
終
日（
委
員
長
報
告
、討
論
、表
決
）

令
和
7
年
3
月
議
会

2
月
13
日（
木
）

14
日（
金
）

17
日（
月
）

19
日（
水
）

2
月
28
日（
金
）

　
　3

月
5
日（
水
）

6
日（
木
）

7
日（
金
）

10
日（
月
）

11
日（
火
）

13
日（
木
）

14
日（
金
）

17
日（
月
）

19
日（
水
）

25
日（
火
）

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会　

閉
会
中
の
委
員
会

【
本
会
議
初
日
に
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

　
　

一
般
質
問
の
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。】

事
情
に
よ
り
開
催
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

議
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

各
課
報
告
事
項

❽❾



委員会のうごき委員会のうごき委員会のうごき

◎
斑
鳩
町
保
育
の
実
施
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

　

同
時
在
園
の
第
２
子
の
保
育

料
を
無
償
化
す
る
こ
と
、
ま
た
、

国
に
お
け
る
特
定
教
育
・
保
育

施
設
等
の
利
用
者
負
担
額
及
び

公
定
価
格
の
改
定
に
伴
い
、
保

育
所
等
保
育
料
を
国
基
準
の
保

育
料
の
80
％
の
額
と
す
る
た
め

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◎
令
和
２
年
度
マ
ス
ク
の
取
得

に
つ
い
て（
追
認
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
予
防
対
策
と
し
て
、
町
民
に

対
し
て
配
布
し
た
マ
ス
ク
に
つ

い
て
、
議
会
の
議
決
を
経
て
取

得
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
議
会
の

議
決
を
経
ず
に
取
得
し
て
い
た

た
め
、
追
認
の
議
決
を
行
う
も

の
で
す
。

◎
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
３
号
）に
つ
い
て

１
，
９
６
８
万
１
千
円
を
減

額
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、

厚 生常任委員会

　１２月１０日、全委員出席のもと委員会を開
催しましたので、概要を報告します。
　本会議から付託を受けました５議案のうち、
４議案については、すべて可決すべきものと決
しました。また、陳情第２号については、採択
すべきものと決しました。

28
億
４
８
４
万
円
と
す
る
も
の

で
す
。

◎
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第

２
号
）に
つ
い
て

　

保
険
事
業
勘
定
で
、１
億
２
，

７
９
９
万
４
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
28
億
８
，

１
３
８
万
４
千
円
と
し
、介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
で
、１
９
８

万
２
千
円
を
追
加
し
、歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
１
，８
９
５
万
円
と

す
る
も
の
で
す
。

◎
陳
情
第
２
号　

要
望
書
に
つ

い
て

　

軽
度
・
中
等
度
聴
覚
障
が
い

児
へ
の
補
聴
器
購
入
助
成
制
度

に
関
し
て
、
制
度
対
象
者
を
示

す
説
明
文
言
の
変
更
、
購
入
助

成
対
象
項
目
の
見
直
し
、
助
成

制
度
に
あ
る
所
得
制
限
の
撤
廃

な
ど
を
奈
良
県
へ
要
請
さ
れ
た

い
と
の
こ
と
で
す
。

　

委
員
会
と
し
て
、
採
択
す
べ

き
も
の
と
決
し
、
意
見
書
を
発

議
し
ま
し
た
。

（
Ｐ
12
に
意
見
書
）

〇
環
境
保
全
及
び
ご
み
減
量

化
・
資
源
化
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
に
つ
い
て

　

可
燃
ご
み
、
生
ご
み
の
戸
別
収

集
モ
デ
ル
事
業
の
進
捗
状
況
等
に

つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

戸
別
収
集
モ
デ
ル
事
業
候
補

地
域
で
あ
り
ま
す
23
自
治
会
を

訪
問
し
、
事
業
概
要
等
の
説
明

を
行
い
参
加
意
向
に
つ
い
て
確

認
を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。

ま
た
、
小
袋
に
よ
る
生
ご
み
排

出
か
ら
、
バ
ケ
ツ
な
ど
の
容
器

に
よ
る
排
出
に
変
更
し
収
集
業

者
と
協
議
を
進
め
て
い
る
と
の

こ
と
。

　

今
後
の
予
定
と
し
て
は
年
内

に
は
モ
デ
ル
事
業
自
治
会
区
域

内
各
世
帯
へ
の
事
業
周
知
チ
ラ

シ
の
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、

年
明
け
に
は
、
町
広
報
紙
等
に

よ
り
、
戸
別
収
集
モ
デ
ル
事
業

の
実
施
に
つ
い
て
、
周
知
を
行

う
と
の
こ
と
で
し
た
。

〇
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
７
号
）に
つ
い

て
　

当
委
員
会
所
管
に
か
か
る
事

項
の
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

〇
塵
芥
収
集
車
エ
ン
ジ
ン
ス

ト
ー
ル
に
伴
う
損
害
賠
償
請
求

に
つ
い
て

〇
低
所
得
世
帯
に
対
す
る
給
付

金
に
つ
い
て

　

国
の
補
正
予
算
が
成
立
し
、

制
度
詳
細
が
確
定
し
た
ら
、
で

き
る
限
り
早
く
支
給
を
行
う
た

め
、
補
正
予
算
の
専
決
処
分
に

よ
り
対
応
す
る
と
報
告
を
受
け

ま
し
た
。

〇
令
和
７
年
度
国
民
健
康
保
険

事
業
費
納
付
金
の
仮
算
定
結
果

に
つ
い
て

　

統
一
保
険
料
率
の
改
定
を
要

し
な
い
と
の
こ
と
の
報
告
を
受

け
ま
し
た
。

（
溝
部
委
員
長
記
）

　

委
員
会
付
託
議
案

　

各
課
報
告
事
項

　

継
続
審
査

◎
斑
鳩
町
教
育
に
関
す
る
事
務

の
職
務
権
限
の
特
例
に
関
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

文
化
財
の
計
画
的
な
保
存
及
び

活
用
の
更
な
る
推
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、文
化
財
に
関
す

る
事
務
を
教
育
委
員
会
か
ら
町
長

部
局
に
移
管
し
、町
長
部
局
が
所

管
す
る
景
観
、ま
ち
づ
く
り
、観
光

振
興
等
に
関
す
る
施
策
と
総
合
的

か
つ
一
体
的
に
取
り
組
む
も
の
で

す
。　　

◎
斑
鳩
町
行
政
組
織
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

本
町
の
行
政
組
織
機
構
を
再

編
す
る
こ
と
に
伴
い
、本
条
例
に

つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

◎
斑
鳩
町
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

す
こ
や
か
斑
鳩
・ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
時
間
区
分
等
の

見
直
し
を
行
う
も
の
で
す
。

◎
斑
鳩
町
立
学
校
の
体
育
施
設

開
放
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

の
数
の
減
少
及
び
奈
良
県
市
町

村
総
合
事
務
組
合
規
約
の
変
更

に
つ
い
て

　

当
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公

共
団
体
の
数
が
減
少
す
る
こ
と

と
な
り
、規
約
の
一
部
を
変
更

す
る
も
の
で
す
。

◎
陳
情
第
１
号　

斑
鳩
町
下
司

田
池
の
管
理
に
つ
い
て

　

消
火
に
必
要
な
水
位
の
調
査

や
漏
水
箇
所
等
の
修
理
の
検
討
、

自
然
環
境
を
守
り
つ
つ
、安
全
安

心
に
あ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば

良
い
か
を
検
討
し
、た
め
池
と
し

て
存
続
し
て
ほ
し
い
と
い
う
陳
情

で
す
。

　

本
件
に
つ
い
て
は
、継
続
審
査

と
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

〇
斑
鳩
町
に
お
け
る
発
掘
調
査

等
の
文
化
財
の
調
査
、保
存
及
び

活
用
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

①
藤
ノ
木
古
墳
発
掘
調
査
40
周

年
プ
レ
イ
ベ
ン
ト「
大
和
の
大
型

横
穴
式
石
室
の
被
葬
者
像
に
せ

ま
る
」の
関
連
行
事
に
つ
い
て

②
斑
鳩
町
文
化
財
活
用
セ
ン

タ
ー
運
営
委
員
会
に
つ
い
て

〇
町
議
会
の
議
決
を
経
ず
に
取

得
し
た
財
産
に
係
る
再
発
防
止

策
に
つ
い
て

〇
斑
鳩
町
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

活
動
提
案
事
業
の
選
考
結
果
に

つ
い
て

〇
投
票
区
及
び
投
票
所
の
指
定

の
変
更
に
つ
い
て

〇
地
域
交
流
館
整
備
計
画
の
見

直
し
と
地
域
集
会
所
施
設
整
備

等
補
助
金
制
度
の
充
実
に
つ
い

て〇
消
防
関
係
の
年
末
年
始
の
行

事
予
定
に
つ
い
て

（
齋
藤
委
員
長
記
）

12
月
11
日
、
全
委
員
出
席
の
も
と
、
総
務
常
任
委
員
会
を
開
催
し
ま
し

た
の
で
、
そ
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

　

本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
９
議
案
の
う
ち
、
８
議
案
に
つ
い
て

は
満
場
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。
残
り

１
議
案
の
陳
情
第
１
号
に
つ
い
て
は
、
継
続
審
査
に
す
べ
き
も
の
と
決

し
ま
し
た
。 総

務
常
任
委
員
会

　

委
員
会
付
託
議
案

　

継
続
審
査

　

各
課
報
告
事
項

　

斑
鳩
町
立
学
校
の
体
育
館
の

エ
ア
コ
ン
設
備
使
用
料
の
見
直
し

を
行
う
も
の
で
す
。

◎
令
和
２
年
度
斑
鳩
町
立
小
学

校
教
師
用
教
科
書
及
び
指
導
書

の
取
得
に
つ
い
て（
追
認
）

◎
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
立
小
学

校
教
師
用
教
科
書
及
び
指
導
書

の
取
得
に
つ
い
て（
追
認
）

　

２
議
案
と
も
、議
会
の
議
決
を

経
ず
に
、契
約
を
締
結
し
、財
産

の
取
得
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
判

明
し
た
も
の
で
、財
産
の
取
得
に

係
る
契
約
の
法
的
効
力
を
確
保

す
る
た
め
、追
認
の
議
決
を
行
う

も
の
で
す
。

◎
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
７
号
）に
つ
い
て

　

本
年
の
人
事
異
動
等
に
よ
る

人
件
費
の
補
正
な
ど
で
す
。

　

８
，９
５
５
万
４
千
円
を
追
加

し
、歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、１
１

３
億
６
，４
６
６
万
３
千
円
と
す

る
も
の
で
す
。

◎
奈
良
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
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委員会のうごき委員会のうごき委員会のうごき

◎
斑
鳩
町
保
育
の
実
施
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

　

同
時
在
園
の
第
２
子
の
保
育

料
を
無
償
化
す
る
こ
と
、
ま
た
、

国
に
お
け
る
特
定
教
育
・
保
育

施
設
等
の
利
用
者
負
担
額
及
び

公
定
価
格
の
改
定
に
伴
い
、
保

育
所
等
保
育
料
を
国
基
準
の
保

育
料
の
80
％
の
額
と
す
る
た
め

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◎
令
和
２
年
度
マ
ス
ク
の
取
得

に
つ
い
て（
追
認
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
予
防
対
策
と
し
て
、
町
民
に

対
し
て
配
布
し
た
マ
ス
ク
に
つ

い
て
、
議
会
の
議
決
を
経
て
取

得
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
議
会
の

議
決
を
経
ず
に
取
得
し
て
い
た

た
め
、
追
認
の
議
決
を
行
う
も

の
で
す
。

◎
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
３
号
）に
つ
い
て

１
，
９
６
８
万
１
千
円
を
減

額
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、

厚 生常任委員会

　１２月１０日、全委員出席のもと委員会を開
催しましたので、概要を報告します。
　本会議から付託を受けました５議案のうち、
４議案については、すべて可決すべきものと決
しました。また、陳情第２号については、採択
すべきものと決しました。

28
億
４
８
４
万
円
と
す
る
も
の

で
す
。

◎
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第

２
号
）に
つ
い
て

　

保
険
事
業
勘
定
で
、１
億
２
，

７
９
９
万
４
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
28
億
８
，

１
３
８
万
４
千
円
と
し
、介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
で
、１
９
８

万
２
千
円
を
追
加
し
、歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
１
，８
９
５
万
円
と

す
る
も
の
で
す
。

◎
陳
情
第
２
号　

要
望
書
に
つ

い
て

　

軽
度
・
中
等
度
聴
覚
障
が
い

児
へ
の
補
聴
器
購
入
助
成
制
度

に
関
し
て
、
制
度
対
象
者
を
示

す
説
明
文
言
の
変
更
、
購
入
助

成
対
象
項
目
の
見
直
し
、
助
成

制
度
に
あ
る
所
得
制
限
の
撤
廃

な
ど
を
奈
良
県
へ
要
請
さ
れ
た

い
と
の
こ
と
で
す
。

　

委
員
会
と
し
て
、
採
択
す
べ

き
も
の
と
決
し
、
意
見
書
を
発

議
し
ま
し
た
。

（
Ｐ
12
に
意
見
書
）

〇
環
境
保
全
及
び
ご
み
減
量

化
・
資
源
化
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
に
つ
い
て

　

可
燃
ご
み
、
生
ご
み
の
戸
別
収

集
モ
デ
ル
事
業
の
進
捗
状
況
等
に

つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

戸
別
収
集
モ
デ
ル
事
業
候
補

地
域
で
あ
り
ま
す
23
自
治
会
を

訪
問
し
、
事
業
概
要
等
の
説
明

を
行
い
参
加
意
向
に
つ
い
て
確

認
を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。

ま
た
、
小
袋
に
よ
る
生
ご
み
排

出
か
ら
、
バ
ケ
ツ
な
ど
の
容
器

に
よ
る
排
出
に
変
更
し
収
集
業

者
と
協
議
を
進
め
て
い
る
と
の

こ
と
。

　

今
後
の
予
定
と
し
て
は
年
内

に
は
モ
デ
ル
事
業
自
治
会
区
域

内
各
世
帯
へ
の
事
業
周
知
チ
ラ

シ
の
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、

年
明
け
に
は
、
町
広
報
紙
等
に

よ
り
、
戸
別
収
集
モ
デ
ル
事
業

の
実
施
に
つ
い
て
、
周
知
を
行

う
と
の
こ
と
で
し
た
。

〇
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
７
号
）に
つ
い

て
　

当
委
員
会
所
管
に
か
か
る
事

項
の
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

〇
塵
芥
収
集
車
エ
ン
ジ
ン
ス

ト
ー
ル
に
伴
う
損
害
賠
償
請
求

に
つ
い
て

〇
低
所
得
世
帯
に
対
す
る
給
付

金
に
つ
い
て

　

国
の
補
正
予
算
が
成
立
し
、

制
度
詳
細
が
確
定
し
た
ら
、
で

き
る
限
り
早
く
支
給
を
行
う
た

め
、
補
正
予
算
の
専
決
処
分
に

よ
り
対
応
す
る
と
報
告
を
受
け

ま
し
た
。

〇
令
和
７
年
度
国
民
健
康
保
険

事
業
費
納
付
金
の
仮
算
定
結
果

に
つ
い
て

　

統
一
保
険
料
率
の
改
定
を
要

し
な
い
と
の
こ
と
の
報
告
を
受

け
ま
し
た
。

（
溝
部
委
員
長
記
）

　

委
員
会
付
託
議
案

　

各
課
報
告
事
項

　

継
続
審
査

◎
斑
鳩
町
教
育
に
関
す
る
事
務

の
職
務
権
限
の
特
例
に
関
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

文
化
財
の
計
画
的
な
保
存
及
び

活
用
の
更
な
る
推
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、文
化
財
に
関
す

る
事
務
を
教
育
委
員
会
か
ら
町
長

部
局
に
移
管
し
、町
長
部
局
が
所

管
す
る
景
観
、ま
ち
づ
く
り
、観
光

振
興
等
に
関
す
る
施
策
と
総
合
的

か
つ
一
体
的
に
取
り
組
む
も
の
で

す
。　　

◎
斑
鳩
町
行
政
組
織
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

本
町
の
行
政
組
織
機
構
を
再

編
す
る
こ
と
に
伴
い
、本
条
例
に

つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

◎
斑
鳩
町
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

す
こ
や
か
斑
鳩
・ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
時
間
区
分
等
の

見
直
し
を
行
う
も
の
で
す
。

◎
斑
鳩
町
立
学
校
の
体
育
施
設

開
放
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

の
数
の
減
少
及
び
奈
良
県
市
町

村
総
合
事
務
組
合
規
約
の
変
更

に
つ
い
て

　

当
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公

共
団
体
の
数
が
減
少
す
る
こ
と

と
な
り
、規
約
の
一
部
を
変
更

す
る
も
の
で
す
。

◎
陳
情
第
１
号　

斑
鳩
町
下
司

田
池
の
管
理
に
つ
い
て

　

消
火
に
必
要
な
水
位
の
調
査

や
漏
水
箇
所
等
の
修
理
の
検
討
、

自
然
環
境
を
守
り
つ
つ
、安
全
安

心
に
あ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば

良
い
か
を
検
討
し
、た
め
池
と
し

て
存
続
し
て
ほ
し
い
と
い
う
陳
情

で
す
。

　

本
件
に
つ
い
て
は
、継
続
審
査

と
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

〇
斑
鳩
町
に
お
け
る
発
掘
調
査

等
の
文
化
財
の
調
査
、保
存
及
び

活
用
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

①
藤
ノ
木
古
墳
発
掘
調
査
40
周

年
プ
レ
イ
ベ
ン
ト「
大
和
の
大
型

横
穴
式
石
室
の
被
葬
者
像
に
せ

ま
る
」の
関
連
行
事
に
つ
い
て

②
斑
鳩
町
文
化
財
活
用
セ
ン

タ
ー
運
営
委
員
会
に
つ
い
て

〇
町
議
会
の
議
決
を
経
ず
に
取

得
し
た
財
産
に
係
る
再
発
防
止

策
に
つ
い
て

〇
斑
鳩
町
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

活
動
提
案
事
業
の
選
考
結
果
に

つ
い
て

〇
投
票
区
及
び
投
票
所
の
指
定

の
変
更
に
つ
い
て

〇
地
域
交
流
館
整
備
計
画
の
見

直
し
と
地
域
集
会
所
施
設
整
備

等
補
助
金
制
度
の
充
実
に
つ
い

て〇
消
防
関
係
の
年
末
年
始
の
行

事
予
定
に
つ
い
て

（
齋
藤
委
員
長
記
）

12
月
11
日
、
全
委
員
出
席
の
も
と
、
総
務
常
任
委
員
会
を
開
催
し
ま
し

た
の
で
、
そ
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

　

本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
９
議
案
の
う
ち
、
８
議
案
に
つ
い
て

は
満
場
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。
残
り

１
議
案
の
陳
情
第
１
号
に
つ
い
て
は
、
継
続
審
査
に
す
べ
き
も
の
と
決

し
ま
し
た
。 総

務
常
任
委
員
会

　

委
員
会
付
託
議
案

　

継
続
審
査

　

各
課
報
告
事
項

　

斑
鳩
町
立
学
校
の
体
育
館
の

エ
ア
コ
ン
設
備
使
用
料
の
見
直
し

を
行
う
も
の
で
す
。

◎
令
和
２
年
度
斑
鳩
町
立
小
学

校
教
師
用
教
科
書
及
び
指
導
書

の
取
得
に
つ
い
て（
追
認
）

◎
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
立
小
学

校
教
師
用
教
科
書
及
び
指
導
書

の
取
得
に
つ
い
て（
追
認
）

　

２
議
案
と
も
、議
会
の
議
決
を

経
ず
に
、契
約
を
締
結
し
、財
産

の
取
得
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
判

明
し
た
も
の
で
、財
産
の
取
得
に

係
る
契
約
の
法
的
効
力
を
確
保

す
る
た
め
、追
認
の
議
決
を
行
う

も
の
で
す
。

◎
令
和
６
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
７
号
）に
つ
い
て

　

本
年
の
人
事
異
動
等
に
よ
る

人
件
費
の
補
正
な
ど
で
す
。

　

８
，９
５
５
万
４
千
円
を
追
加

し
、歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、１
１

３
億
６
，４
６
６
万
３
千
円
と
す

る
も
の
で
す
。

◎
奈
良
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体

11 10



議
会
だ
よ
り

◆
〒
636-0198

  　
 奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
法
隆
寺
西
3-7-12

 
74-1091（

直
通
）

令
和
７
年
２
月
１
日
発
行

　

電
車
や
バ
ス
、ス
ー

パ
ー
で
も
マ
ス
ク
を

し
て
い
な
い
人
が
増

え
ま
し
た
ね
。

　

手
指
の
消
毒
液

の
使
用
も
減
少
し

た
よ
う
で
す
。し
か

し
、こ
れ
か
ら
の
季

節
は
花
粉
症
も
始

ま
り
ま
す
。

　

手
洗
い
や
う
が

い
な
ど
の
い
い
習
慣

を
お
忘
れ
な
く
お
過
ご
し
く

だ
さ
い
。

（
濱
委
員
長
記
）

広
報
発
行
常
任
委
員
会

委
員
長　

濱　

眞
理
子

副
委
員
長　

溝
部
真
紀
子

委　
　

員　

小
城　

世
督

〃　

伴　
　

吉
晴

〃　

嶋
田　

善
行

〃　

奥
村　

容
子

本 会 議 で の
討 論

【 反 対 意 見 】　伴議員

　本議案については、反対という表現より「心配があ
る」という表現の方が私の考えに近いと思う。
　公募型プロポーザル方式で選定された事業者につ
いては、株式会社を母体としています。株式会社は営
利目的の組織です。今までの一般社団法人と比較する
ことは難しいですが、日本を取り巻く国際情勢は変化し
ており、インバウンドが今後どうなっていくかはわから
ないので、経営の安定性、公共性のあるほうを重視し
たいと思います。
　また、指定管理の期間は８年間となっています。この
期間に、民間企業、ホテルがどのような影響を受けるか
は誰にもわかりません。
　町の考えはよくわかりますが、この状況で判断する
ことは非常に難儀なことであり、できればホテル建設
後である３年後に公募すればよかったのではないかと
思います。

【 賛 成 意 見 】　横田議員

今回の議案では、公募型プロポーザル方式による選
定手続きが新たに実施されています。この選定手法は、
企画内容や将来性等も含め、優れた事業者の選定が可
能です。
事業者の提案内容は期待水準を超えるもので、指定

管理者としての能力を十分に有していると思われます。
その理由としては、他自治体での実績を有し、施設利用
の促進、観光ＤＸ対応など数多くの取組みを計画されて
いること、事業収益の確保に努め、指定管理料を段階的
に縮減する収支計画としていること、新規事業への投資
を確保し、観光事業を充実していく計画となっていること
などです。
　以上のことから、持続可能な観光地域づくりの実現が
十分期待できるものであり、長期的な視点から、町の賑
わいづくりや地域経済の活性化に寄与するものと考えら
れることから、本議案に賛成するものです。

斑鳩の里観光案内所・斑鳩町観光自動車駐車場の指定管理者の指定について
（賛成多数で可決）

軽度・中等度聴覚障がい児の補聴器購入助成制度の改善を求める意見書（要旨）

　議案に対して賛否が分かれた場合等、議員が自己の賛否の意
見を表明し、その理由を述べる「討論」を行います。
１２月定例会で１件の討論が行われました。

意見書を送付 1２月定例会で委員会発議し、満場一致で可決され関係機関に送付しました。

　　奈良県に対して、聴覚障がいを持つ児童・生徒、その保護者にとって負担なく安心して過ごせるよう補聴器購入助　
　成制度の改善をしていただきたく以下のとおり要望します。

記
１補聴器購入助成制度の対象者について、記載内容を一側性難聴についても対象となる場合があることを明記すること。
２購入助成対象の項目に補聴器を装用するための耳あて等や、補聴器の修理費を含めること。
３クロス補聴器を購入助成対象とすること。
４助成対象の要件から所得制限を撤廃すること。

意見書の全文は、役場・議会事務局において、議案書、会議録でご覧いただけます。
また、町のホームページでも掲載しています。
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